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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対物レンズを介して被検眼の観察及び撮影をする眼科装置であって、
　前記観察及び撮影をするための光学系及び前記対物レンズを有する本体部と、
　前記本体部を設置面に対して支持するスタンド部と、
　被検者の顎を載置させるための顎受け台と、
　前記被検者の額を当接させるための額当てと、を有し、
　前記顎受け台、前記額当て、及び前記対物レンズは、前記スタンド部に対して一体とし
て仰角の変更が可能であることを特徴とする眼科装置。
【請求項２】
　前記顎受け台、前記額当て、及び前記対物レンズの、前記スタンド部に対する一体とし
て仰角の変更は、前記顎受け台、前記額当て、及び前記対物レンズの位置関係を維持した
状態で行なわれることを特徴とする請求項１に記載の眼科装置。
【請求項３】
　前記被検眼の観察及び撮影時に前記被検者が把持して姿勢を維持するためのグリップハ
ンドル部を有し、
　前記グリップハンドル部、前記顎受け台、前記額当て、及び前記対物レンズは、前記ス
タンド部に対して一体として仰角の変更が可能であることを特徴とする請求項１又は２に
記載の眼科装置。
【請求項４】
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　前記スタンド部に支持されて前記本体部を所定の平面内にてスライド可能に支持する架
台部と、
　前記被検眼の観察或いは撮影画像を表示する表示部と、
　前記表示部及び前記本体部の少なくとも一つの操作部位を操作する操作部材を有する操
作パネルと、
　前記架台部の周囲に配置されて前記操作パネルをスライド可能に支持するガイドレール
部と、を有すことを特徴とする、請求項１乃至３の何れか一項に記載の眼科装置。
【請求項５】
　前記ガイドレール部は、前記操作パネルをスライド可能かつ回転可能に支持することを
特徴とする請求項４に記載の眼科装置。
【請求項６】
　前記顎受け台及び前記額当てを含む枠部と、
　発光によって前記枠部の配置を前記被検者に報知する発光部と、を有することを特徴と
する請求項１乃至５の何れか一項に記載の眼科装置。
【請求項７】
　前記顎受け台に前記被検者の顎が乗せられたこと、または、前記額当てに前記被検者の
額が当接されたことを検知し、前記検知に応じて前記発光部を消灯させる発光部制御部を
有することを特徴とする請求項６に記載の眼科装置。
【請求項８】
　対物レンズを介して被検眼の観察及び撮影をする眼科装置であって、
　前記観察及び撮影をするための光学系及び前記対物レンズを有する本体部と、
　前記本体部を設置面に対して支持するスタンド部と、
　前記被検眼の観察或いは撮影画像を表示する表示部と、
　前記表示部及び前記本体部の少なくとも一つの操作部位を操作する操作部材を有する操
作パネルと、
　前記本体部の周囲に配置されて前記操作パネルをスライド可能に支持するガイドレール
部と、を有すことを特徴とする眼科装置。
【請求項９】
　前記ガイドレール部は、前記操作パネルをスライド可能かつ回転可能に支持することを
特徴とする請求項８に記載の眼科装置。
【請求項１０】
　対物レンズを介して被検眼の観察及び撮影をする眼科装置であって、
　前記観察及び撮影をするための光学系及び前記対物レンズを有する本体部と、
　前記本体部を設置面に対して支持するスタンド部と、
　被検者の顎を載置させるための顎受け台と、
　前記被検者の額を当接させるための額当てと、
　前記顎受け台及び前記額当てを含む枠部と、
　発光によって前記枠部の配置を前記被検者に報知する発光部と、を有することを特徴と
する眼科装置。
【請求項１１】
　前記顎受け台に前記被検者の顎が乗せられたこと、または、前記額当てに前記被検者の
額が当接されたことを検知し、前記検知に応じて前記発光部を消光させる発光部制御部を
有することを特徴とする請求項１０に記載の眼科装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検眼の観察或いは撮影による検査を実行する眼科装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検眼を観察或いは撮影する眼科装置は、一般的に、装置本体を床や机などの平面上に
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設置するためのスタンドにより支持される。眼科装置は、所謂架台、装置本体ともなるカ
メラ本体部、顎受け台、額当て、等の構成を包含し、このスタンド上にはこれら構成が順
次配置される。
【０００３】
　架台は、カメラ本体部を先の平面に対して略水平方向（前後左右方向）にスライド可能
に支持する。また、カメラ本体部は、各種光学系および制御系を格納し、顎受け台は検査
時に被検者の顎を載置させるために、額当ては被検者の額を当接させるために各々用いら
れる。カメラ本体部の光学系には、被検眼に対向配置される対物レンズと、被検眼の像を
撮像素子に結像させる撮像レンズが含まれる。また、眼科装置は、カメラ本体部と電気的
に接続し、検者が撮像その他の指示・操作を行うための操作部も備えている。
【０００４】
　カメラ本体部は、検査時において被検眼光学系と被検眼とのアライメント、又は被検眼
の観察又は撮影のための範囲の変更を行うことが求められる。このために、該カメラ本体
部は、架台上で上下左右に関して被検眼に向かう角度を変更することが可能となっている
。なお、一般的に、上下方向に角度変更することは「俯仰」と呼ばれ、左右方向に角度変
更することは「首振り」と呼ばれる。
【０００５】
　特許文献１は、カメラ本体部の被検眼に対する俯仰及び首振りを可能とする眼科撮影装
置を開示している。具体的には、該眼科撮影装置に、首振り手段及び俯仰手段を配してい
る。首振り手段は、被検眼の前眼部にほぼ接している略鉛直な第１軸を中心として、撮影
ユニットを略水平方向に揺動するように支持する。また、俯仰手段は、被検眼の前眼部に
ほぼ接している略水平な第２軸を中心として、撮影ユニットを略上下方向に揺動するよう
に支持する俯仰手段。撮影された画像を提示するモニタ手段は、首振り手段に取り付けら
れて、前記第１軸を中心として前記撮影手段と一体的に揺動するように構成される。
【０００６】
　また、特許文献２は、撮影部を被検眼に対して上下方向に俯仰させるチルト機構を備え
た眼科撮影装置を開示している。該眼科装置は、ガイド部材、移動部材、連結部材、等か
らなるチルト機構により、この俯仰の動作を可能とする。ガイド部材は、被検者眼に向か
って延長する撮像光学系の撮影光軸上のある点を中心とする円弧形状を持つ。移動部材は
、装置本体に回転可能に取り付けられてガイド部材に沿って移動される。連結部材は、ガ
イド部材に形成された回転軸と移動部材とを連結し、駆動部により連結部材を回転駆動さ
れる。連結部材の回転により回転軸に対して移動部材が移動され、これによりガイド部材
に沿って装置本体を上下方向にチルトさせる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－４５０８３号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４５０２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記特許文献に開示されるものを含む従来の眼科撮影装置は、被検者が顔面を一時的に
垂直に固定して検査を行うことを前提としている。しかし、被検者には腰の悪いお年寄り
等、顔面を略垂直に固定することが困難な人も含まれる。先に述べた眼科撮影装置では、
先に述べた前提を踏まえた顎受け台、額当て等の配置により、このような被検者には検査
（観察又は撮影）を実施し難かった。
【０００９】
　本発明は、こうした問題を解決するためになされたものであり、顔面を略垂直に固定す
ることの困難な被検者であっても検査を実施しやすい眼科装置を提供することを目的とす
る。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る眼科装置は、対物レンズを介して被検眼の観察及び撮影をする眼科装置で
あって、
　前記観察及び撮影をするための光学系及び前記対物レンズを有する本体部と、
　前記本体部を設置面に対して支持するスタンド部と、
　被検者の顎を載置させるための顎受け台と、
　被検者の額を当接させるための額当てと、を有し、
前記顎受け台、前記額当て、及び前記対物レンズは、前記スタンド部に対して一体として
仰角の変更が可能であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、腰をかがめたお年寄りのような顔面を略垂直に固定することが困難な
被検者へも検査を実施しやすい眼科装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第一の実施形態に係る眼科装置の構成例を示す側面図および正面図であ
る。
【図２】図１に示すカメラ本体部の構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明の第一の実施形態に係る眼科装置の使用態様を示す図である。
【図４】第一の実施形態に係る眼科装置の構成例を示す斜視図である。
【図５】本発明の第二の実施形態に係る眼科装置の使用態様を示す図である。
【図６】操作パネルをガイドレール部上に取り付けるための機構の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
＜第一の実施形態＞
　図１を参照して、本発明の第一の実施形態に係る眼科装置の概略構成を説明する。
【００１４】
　図１（ａ）は本実施形態に係る眼科装置の構成例を示す側面図、図１（ｂ）は正面図で
ある。
　同図において、眼科装置は、スタンド部１０１、カメラ本体部１０２、枠部１０３、接
眼部１０６、架台部１０７、操作パネル１０８、ガイドレール部１０９、及びグリップハ
ンドル部１１０を有する。スタンド部１０１は、眼科装置本体を床や机などの平面からな
る設置面に対して支持し、該設置面上にこれを設置する。カメラ本体部１０２は本体部に
対応し、接眼部１０６、レンズユニットや撮像部を含む光学系（図２参照）、及び制御部
を含む。枠部１０３は、被検者の顎を載置させるための顎受け台１０４と額を当接させる
ための額当て１０５を含む。架台部１０７は、カメラ本体部１０２及び枠部１０３と、ス
タンド部１０１とを連結する。
【００１５】
　操作パネル１０８はジョイスティック等の不図示の操作部材と表示部とを含む。操作部
材は、その操作によってカメラ本体部１０２における少なくとも一つの操作部位の操作を
可能とする。また、表示部は、被検眼の観察画像或いは撮影画像を表示する。ガイドレー
ル部１０９は、架台部１０７の周囲において操作パネル１０８を移動可能にガイドする。
なお、該ガイドレール部１０９は、カメラ本体部１０２がスライド可能に支持される所定
の平面と設置面とが平行となる状態で、該カメラ本体部１０２の周囲に位置するように配
置されることが好ましい。グリップハンドル部１１０は、被検者が検査時等にこれを把持
することで検査の姿勢を維持するように用いられる。
【００１６】
　また、当該眼科装置は、枠部１０３に付随し、発光することによって被検者に対して該
枠部１０３の配置を報知する発光部１１１を有する。また、同様に、被検者を撮影して被
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検者と枠部１０３との位置関係を判別するための位置調整用カメラ１１２Ｒ、１１２Ｌも
、枠体１０３に配置される。
【００１７】
　枠部１０３（顎受け台１０４及び額当て１０５を含む）とカメラ本体部１０２（接眼部
１０６、レンズユニット、撮像部、及び制御部を含む）とは、架台部１０７により、スタ
ンド部１０１に対して、一体として仰角の変更が可能となっている。なお、ここで述べる
仰角は、接眼部１０６の光軸と、設置面或いは後述する所定の平面とのなす角として定義
されることが好ましい。また、カメラ本体部１０２（接眼部１０６を含む）は、この仰角
変更とは別個独立に、枠部１０３に対して上下左右の移動が可能であり、架台部１０７に
対して所定の平面内にてスライド可能に支持される。
【００１８】
　カメラ本体部１０２の枠部１０３に対する移動は、カメラ本体部１０２に包含される被
検眼光学系とのアライメントを行い、または被検眼の観察・撮影範囲を変更するものであ
る。これに対して、枠部１０３とカメラ本体部１０２とをスタンド部１０１に対して一体
に行う仰角変更は、被検者が顎受け台１０４と額当て１０５により顔面を一時的に固定す
るときの角度を自在にするためになされる。
【００１９】
　図２は本実施形態に係る眼科装置のカメラ本体部１０２の構成例を示すブロック図であ
る。
　赤外ＬＥＤ光源２０１は、被検者の眼底を赤外観察する場合の光源である。光源２０２
は、白色ＬＥＤ光源または可視光光源であり、被検者の眼底を可視光撮影する場合の光源
である。
【００２０】
　赤外リングスリット２０５は、赤外ＬＥＤ光源２０１からの照明光をリング照明にする
ためのマスクである。コンデンサＣは、白色ＬＥＤ光源２０２へ電源を供給している。コ
ンデンサＣに蓄えられる電荷の量は、撮影モードによって異なり、撮影モードが変更され
る度に適切な充放電をする。この充放電の制御は、システム制御部２２２により行われる
。
【００２１】
　システム制御部２２２は、後述する駆動部Ｍ１乃至駆動部Ｍ５の駆動制御、検知部Ｓ１
乃至検知部Ｓ７の制御、不図示のユーザインタフェースからの入力に基づく制御、そして
、画像データ処理、撮影画像の表示部への表示処理などの制御を行っている。白色ＬＥＤ
光源２０２と赤外ＬＥＤ光源２０１とは、駆動部Ｍ４により照明光路Ｏ１上に挿脱される
。照明光路Ｏ１上には、観察時には赤外ＬＥＤ光源２０１が挿入されている。操作パネル
の不図示の撮影ボタンが押下され、トリガ信号がシステム制御部２２２へ送出された後に
、赤外ＬＥＤ光源から白色ＬＥＤ光源２０２へと切り替わる。その後、また、赤外ＬＥＤ
光源２０１へと切り替わる。白色ＬＥＤ光源２０２と赤外ＬＥＤ光源２０１とは、システ
ム制御部２２２により所定の時間観察が行われていないと判断された際には消灯する。照
明リレーレンズ２０７と、照明リレーレンズ２０９とによって、リング照明は被検眼２１
２において結像される。
【００２２】
　スプリットユニット２０８は、フォーカス指標像２０８ａ、光源２０８ｂ、駆動部Ｍ１
、Ｍ５、及び検知部Ｓ１、Ｓ６、Ｓ７を含む。光源２０８ｂは、フォーカス指標２０８ａ
の像を投影するための光源として用いられる。スプリットユニット２０８は観察時に照明
光路Ｏ１に配置され、駆動部Ｍ１は該スプリットユニット２０８を図中矢印方向に移動す
ることでフォーカス指標２０８ａを光軸方向に移動させるスプリット駆動モータとして機
能する。即ち駆動部Ｍ１はスプリットユニット２０８を駆動してフォーカス指標の焦点位
置を合わせ、かつ、検知部Ｓ１はスプリット位置検知部としてフォーカス指標２０８ａ或
いはスプリットユニット２０８の停止位置を検出する。また、駆動部Ｍ５は、スプリット
ユニット２０８を図中矢印方向と異なる方向に駆動させ、照明光路Ｏ１に対するスプリッ
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トユニット２０８の挿脱を行なう。検知部Ｓ６及び検知部Ｓ７は、共にスプリットユニッ
ト２０８の位置検知部として機能し、駆動部Ｍ５によるスプリットユニット２０８の駆動
が停止した際の停止位置を検出する。
【００２３】
　穴あきミラー２１０は、中心に穴があいた全反射ミラーであり、前述したリング照明は
外周のミラーによって反射されて被検眼に至り、被検眼からの撮影光は中央の穴を通過す
るように構成されている。穴あきミラー２１０により反射されたリング照明は対物レンズ
２１１によって被検眼２１２上で結像するように、当該被検眼２１２に照射される。被検
眼２１２からの反射光は、対物レンズ２１１を通って穴あきミラー２１０の中心に結像さ
れる。撮影光軸Ｏ２は、被検者の眼底から撮像素子２１７に至る光軸である。
【００２４】
　前眼観察用レンズ２２０が撮影光軸Ｏ２内に挿入されると、前眼が観察できるようにな
る。一方、前眼観察用レンズ２２０が撮影光軸Ｏ２内に挿入されていない場合には、眼底
が観察できる。前眼観察レンズ２２０の撮影光軸Ｏ２に対する挿脱は、前眼観察レンズ駆
動モータである駆動部Ｍ３と、前眼観察レンズ位置検知部である検知部Ｓ４とを用いて行
われる。操作パネルの不図示の前眼アライメント切替えボタンを押下することにより発生
するトリガ信号がシステム制御部２２２へ送出されることによって、システム制御部２２
２が前眼観察レンズ２２０の挿脱の切替え制御を実行する。
【００２５】
　撮像素子２１７は、撮影光を光電変換する。光電変換された電気信号はシステム制御部
２２２によってデジタルデータとして変換される。赤外観察時には観察画像が表示部に表
示され、撮影時には撮影画像が表示部に表示されると共にシステム制御部１１１注の不図
示の記録媒体に当該撮影画像が記録される。フォーカスレンズ２１３は、穴あきミラー２
１０の中央の穴を通過した撮影光束の焦点調節を行うためのレンズであり、図中矢印方向
に移動することで焦点調節を行う。フォーカスレンズ駆動モータである駆動部Ｍ２は、シ
ステム制御部２２２からのパルスによりフォーカスレンズ２１３を駆動する。位置検知部
である検知部Ｓ２は、駆動されたフォーカスレンズ２１３の位置を検出する。
【００２６】
　図３は本発明の第一の実施形態に係る眼科装置の使用態様を示す図である。
【００２７】
　図３（ａ）において、顎受け台１０４と額当て１０５を含む枠部１０３は、設置面に対
して略垂直になっており、被検者は顎受け台１０４と額当て１０５により、顔面を略垂直
に固定している。
【００２８】
　図３（ｂ）では、枠部１０３はカメラ本体部１０２と一体として、被検者の顔面に正対
する面或いは接眼部１０６の光軸が上方を向くように、スタンド１０１に対する仰角を変
更している。
　すなわち、被検者は、顎受け台１０４と額当て１０５により顔面をうつむくような角度
で固定することができる。
【００２９】
　このように仰角の変更を可能とすることにより、たとえば、腰をかがめたお年寄りのよ
うな顔面を略垂直に固定することが困難な被検者であっても、眼科の検査を受けられやす
くなる。また、このときグリップハンドル部１１０も枠部１０３等と一体に仰角変更する
ため、被検者はグリップハンドル部１１０を把持することによってその体勢を支えること
ができ、姿勢を維持して検査を受けることが一層容易となる。
【００３０】
　本実施形態ではスタンド部１０１が伸縮可能であり、装置本体の設置面からの高さを調
節することが可能になっている。また、スタンド１０１部は、被検者側に被検者膝部を入
れるための空間ができるように、カメラ本体部１０２或いは架台部１０７の鉛直下方にお
いて被検者側に開放する空間を形成するように構成されている（図１（ａ）または図３参
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照）。そこで、上述の仰角変更に加え、装置高さの調節を行うことにより、体格差を有し
たそれぞれの被検者に対しても好適な姿勢で顔面を固定させることが可能となる。このこ
とによっても、顔面を略垂直に固定することの困難な被検者でも検査を実施しやすい眼科
装置が実現する。
【００３１】
　なお、カメラ本体部１０２は被検眼の観察・撮影範囲を変更するために枠部１０３に対
して上下左右に移動でき、これは、上述の、枠部１０３と一体の仰角変更とは別個独立で
ある。すなわち、被検眼の観察・撮影範囲を変更し、あるいは被検眼とのアライメントを
行った後に、カメラ本体部１０２と枠部１０３とを一体として仰角の変更を行っても、被
検眼の観察・撮影範囲やアライメントは変更されない。
【００３２】
　また、操作パネル１０８の位置・角度も、枠部１０３とカメラ本体部１０２とが一体の
仰角変更と連動しないため、これによって操作者（検者）の操作姿勢は変更されない。
【００３３】
　すなわち、本発明では、接眼部１０６、特に対物レンズを介し被検眼の観察及び撮影を
する眼科装置に対して、観察及び撮影をするための光学系及び対物レンズを有するカメラ
本体部１０２と、カメラ本体部１０２を設置面に対して支持するスタンド部１０１と、顎
受け台１０４と、額当て１０５と、を配置する。また、顎受け台１０４、額当て１０５、
及び対物レンズが、スタンド部１０１に対して一体として仰角の変更が可能とされている
。当該構成を有することにより、腰をかがめたお年寄りのように顔面を略垂直に固定する
ことが困難な被検者であっても、容易且つ無理な姿勢を要求することなく検査を実施する
ことが可能となる。また、グリップハンドル部１１０を配して構成にあっては、該クリッ
プハンドル部１１０も接眼部１０６等と一体化して仰角変更することが好ましい。検査時
に被検者がこれを把持することで、検査姿勢の維持が容易となり、より好適な検査環境を
提示することが可能となる。
【００３４】
＜第二の実施形態＞
　本発明の第二の実施形態として、架台部１０７の周囲に配置されるガイドレール部１０
９を有し、当該ガイドレール部１０９に操作パネル１０８をスライド可能かつ回転可能に
取り付けた眼科装置の例について説明する。
【００３５】
　図４（ａ）は、本実施形態に係る眼科装置の操作者（検者）側からの斜視図である。
　同図において、操作パネル１０８はガイドレール部１０９上に、カメラ本体部１０２の
レンズユニットの光軸方向と略同方向となるように取り付けられている。操作パネル１０
８はまた、カメラ本体部１０２や架台部１０７と、ケーブルまたは無線により電気的に接
続されている。操作者（検者）は操作パネル１０８上に配されたジョイスティック等の操
作部材により、カメラ本体部１０２の前後左右方向のスライドや、架台１０７の仰角変更
を指示・操作する。
【００３６】
　図４（ｂ）は、本実施形態に係る眼科装置の被検者側からの斜視図である。
【００３７】
　図４（ａ）（ｂ）のように、操作パネル１０８とカメラ本体部１０２の光軸方向とが略
同方向となっているような状態では、操作者（検者）は操作部材の操作方向と装置（カメ
ラ本体部１０２）の可動方向を合わせやすく、操作が容易である。しかしながら、検者に
対して何らかの補助を行う場合、たとえば、被検者の眼瞼が被検眼を覆わないように手を
添えたりするような場合には、操作パネル１０８を検者に近付けるように位置変更できる
ことが望ましい。
【００３８】
　図５は本実施形態に係る眼科装置の使用態様を示す図である。
【００３９】
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　図５（ｂ）は、操作パネル１０８を図５（ａ）における向きと同向きに保ったまま、ガ
イドレール部１０９上をスライド移動させた状態を示している。この状態では被検者まで
の距離が近付くため、被検者に対する補助が容易となる。
【００４０】
　図５（ｃ）は、操作パネル１０８を図５（ｂ）におけるガイドレール部１０９上の位置
と同位置で、表示部が操作者（検者）の方向を向くように操作パネル１０８を回転した状
態を示している。この状態では、操作者（検者）が表示部上の表示を視認することが容易
となる。
【００４１】
　図６は、本実施形態において、操作パネル１０８をガイドレール部１０９上にスライド
可能かつ回転可能に取り付けるための機構の一例を説明するための図である。
【００４２】
　同図において、６０１はガイドレール部１０９と取付け部材６０２の取付け断面を示す
。ガイドレール部１０９部は中空（管状）に構成されており、下方に向けて溝６０３によ
り開口している。取付け部材６０２はガイドレール部１０９を環状に覆い、さらに溝６０
３よりネジ６０４を嵌入している。ネジ６０４は取付け部材６０２のガイドレール部１０
９の軸心周りの回転を防止するとともに、ガイドレール部１０９の延在方向に沿った取付
け部材６０２の移動をガイドする。取付け部材６０２と操作パネル１０８は軸６０５によ
り水平面内での回転が可能となるように連接される。なお、ガイドレール部１０９、取付
け部材６０２等の態様は当該形態に限定されない。ガイドレール部１０９の延在方向に操
作パネル１０８がスライド可能に支持されれば良く、より好適には操作パネル１０８がス
ライド方向に垂直な方向の軸を中心に回転可能に支持されれば良い。また、ガイドレール
部１０９は、枠部１０３が設置面に対して略垂直に位置した状態において架台部１０７の
周囲に位置することが好ましい。しかし、実際の検眼時に求められる操作パネル１０８の
スライド範囲に応じて、任意の範囲に延在領域を定めることが可能である。
【００４３】
　本実施形態によれば、操作部材の操作方向と装置の可動方向を合わせやすく、操作者の
操作を容易にしながら、適宜、検者の補助を行うことも容易な眼科装置を実現することが
可能となる。また、第一の実施形態における仰角の変更を可能とする構成と組み合わせる
ことにより、被検者に対してより負担の少ない検査環境を提供することが可能となる。
【００４４】
＜第三の実施形態＞
　本発明の第三の実施形態として、顎受け台１０４及び額当て１０５を含む枠部１０３の
略全周にわたる発光部を有する眼科装置の例について説明する。
【００４５】
　図１（ｂ）において、枠部１０３の略全周にわたり、接眼部１０６、顎受け台１０４及
び額当て１０５を取り囲んで発光部１１１が設けられている。
【００４６】
　このような発光部は、たとえば、ＬＥＤ等の光源に接続した側面発光型の光ファイバ等
により実現することが可能である。
【００４７】
　眼科観察の中でもとりわけ後眼部の観察は、被検者の瞳を通して光学観察するため、瞳
が開いていることが有利である。そこで、観察前は、検査室を暗くしておくことが望まし
い。しかしその一方で、眼科観察を行うためには、被検者を装置まで誘導し、顎受け台と
額当てとにより顔面を適正な位置に固定してもらうことが必要である。そこで、暗室にお
いても被検者が顔面を固定する位置を明瞭に示すため、本実施形態では発光部１１１を設
けている。発光部１１１は、発光により枠部の配置を被検者に報知する。
【００４８】
　ところで、発光部１１１がたとえば点光源より成るときは、光源の位置に対してどのよ
うに顎受け台や額当てが位置するか明確にならない。また、点灯するような計器や電源ス
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る。そこで、発光部１１１は顎受け台１０４及び額当て１０５を含む枠部１０３の略全周
にわたるように設けられている。このようにすることにより、被検者に対して「この光の
環の中に顔を固定してください」といった誘導をすることが可能となる。すなわち、顎受
け台１０４や額当て１０５の位置が明確で顔面の固定に好適であり、また、室内の他の光
源との識別も容易な眼科装置が実現できる。
【００４９】
　顎受け台１０４に被検者の顎が乗せられ、または、額当て１０５に被検者の額が当接さ
れたときは、もはや被検者に装置の位置等を示すことは不要である。そこで、顎受け台１
０４や額当て１０５に設けたセンサが顎の載置や額の当接を検出したときは、発光部１１
１を、被検者を驚かせることがないようにゆっくりと消光する。この当接等の検出及び発
光部１１１の消灯は、システム制御部２２２において発光部制御部として機能するモジュ
ール領域により実行される。また、被検眼の観察・撮影が終了したときは室内照明を明る
くすることができるように、該システム制御部２２２に他の照明装置を点灯させる制御信
号を発行させても良い。
【００５０】
　本実施形態によれば、暗所でも他の光源との識別が容易であり、顎受け台や額当ての位
置が明確で顔面の固定に好適な眼科装置を提供することが可能となる。また、第一の実施
形態における仰角の変更を可能とする構成、或いは第二の実施形態における操作パネルの
移動を可能とする構成、と組み合わせることにより、被検者に対してより負担の少ない検
査環境を提供することが可能となる。
【００５１】
　以上述べたように、本発明によれば、腰をかがめたお年寄りのような顔面を略垂直に固
定することが困難な被検者へも検査を実施しやすい眼科観察撮影装置を提供することが可
能となる。
【００５２】
＜その他の実施例＞
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００５３】
１０１：スタンド、　１０２：カメラ本体部、　１０３：枠部、　１０４：顎受け台、　
１０５：額当て、　１０６：接眼部、　１０７:架台部、　１０８：操作パネル、　１０
９：ガイドレール部、　１１０：グリップハンドル部、　１１１：発光部、　１１２：位
置調整用カメラ、　２０１、２０２：光源、　２０５：リングスリット、　２０７、２０
９：リレーレンズ、　２０８：スプリットユニット、　２１０：穴あきミラー、　２１１
：対物レンズ、　２１２：被検眼、　２１３：フォーカスレンズ、　２１７：撮像素子、
　２２０：前眼観察用レンズ、　２２２：システム制御部、　Ｍ１～Ｍ５：駆動部、　Ｓ
１～Ｓ７：検知部
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